
 

○ 総 務 省 令 第 二 十 六 号                                     

 電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省

令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

                               総 務 大 臣  林   芳 正   

   電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

 （ 電 波 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 こ れ を 加 え る 。  



 

改  正  後 改  正  前 
（ 特 定 無 線 局 の 対 象 と す る 無 線 局 ） （ 特 定 無 線 局 の 対 象 と す る 無 線 局 ） 

第 十 五 条 の 二 法 第 二 十 七 条 の 二 第 一 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 の と お り と す る 。 第 十 五 条 の 二 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 ～ 七 の 四 略 ］  ［ 一 ～ 七 の 四 同 上 ］ 

 七 の 五 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 に お い て 無 線 設 備 の 条 件 が 定 め ら れ て い る 無 線

局 の う ち 陸 上 移 動 局 （ 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る も の を 除 く 。 ） 

 ［ 新 設 ］  

 ［ 八 ・ 九  略 ］  ［ 八 ・ 九  同 上 ］ 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

（ 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） （ 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） 

第 十 五 条 の 三 法 第 二 十 七 条 の 二 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 設 備 の 規 格 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 無 線

局 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。 

第 十 五 条 の 三 ［ 同 上 ］ 

［ 一 略 ］ ［ 一 同 上 ］ 

二 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 陸 上 移 動 局 二 ［ 同 上 ］  

［ (1
)

～ (1
4)  略 ］ ［ (1
)

～ (1
4)  同 上 ］ 

 (1
5)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 （ 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 四 号 に 係 る 部 分 に 限

る 。 ） 及 び 第 七 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 （ ロ ー カ ル ５ Ｇ （ 設 備 規 則 第 三

条 第 十 五 号 に 規 定 す る ロ ー カ ル ５ Ｇ を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 陸 上 移 動 局

を 除 く 。 ） に 係 る も の 

 (1
5)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 （ 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 四 号 に 係 る 部 分 に 限

る 。 ） に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 （ ロ ー カ ル ５ Ｇ （ 設 備 規 則 第 三 条 第 十 五 号

に 規 定 す る ロ ー カ ル ５ Ｇ を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 陸 上 移 動 局 を 除 く 。 ）

に 係 る も の 

［ (1
6)
・ (1
7)  略 ］ ［ (1
6)
・ (1
7)  同 上 ］ 

 (1
8)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 （ 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 四 号 に 係 る 部 分 に 限

る 。 ） 及 び 第 七 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 （ ロ ー カ ル ５ Ｇ の 陸 上 移 動 局 を

除 く 。 ） に 係 る も の 

 (1
8)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 （ 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 四 号 に 係 る 部 分 に 限

る 。 ） に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 （ ロ ー カ ル ５ Ｇ の 陸 上 移 動 局 を 除 く 。 ） に

係 る も の 

［ (1
9)
～ (2
9)  略 ］ ［ (1
9)
～ (2
9)  同 上 ］ 

［ 三 ～ 七 の 四 略 ］ ［ 三 ～ 七 の 四 同 上 ］ 

七 の 五 電 気 通 信 業 務 以 外 の 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 陸 上 移 動 局 （ ロ ー カ ル ５ Ｇ の 陸 上 移

動 局 を 除 く 。 ） 

［ 新 設 ］  

 (1
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 （ 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及

び 第 七 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 に 係 る も の 

 

 (2
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 （ 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 四 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。

） 及 び 第 七 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 に 係 る も の 

 

(3
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 （ 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 五 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。

） 及 び 第 七 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 陸 上 移 動 局 に 係 る も の 

 

［ 八 ～ 十 二  略 ］ ［ 八 ～ 十 二  同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。  



 

 （ 無 線 設 備 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ

部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て

「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 こ れ を 加 え る 。  

 



 

改  正  後 改  正  前 

目 次 目 次 

［ 第 一 章 ～ 第 三 章 略 ］ ［ 第 一 章 ～ 第 三 章 同 上 ］ 

第 四 章  業 務 別 又 は 電 波 の 型 式 及 び 周 波 数 帯 別 に よ る 無 線 設 備 の 条 件 第 四 章 ［ 同 上 ］ 

［ 第 一 節 ～ 第 四 節 の 四 の 五 略 ］ ［ 第 一 節 ～ 第 四 節 の 四 の 五 同 上 ］ 

第 四 節 の 四 の 六 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方

式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 、 ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 等 の 無 線 設 備 （ 第 四

十 九 条 の 六 の 十 二 ・ 第 四 十 九 条 の 六 の 十 三 ） 

第 四 節 の 四 の 六  シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方

式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 等 の 無 線 設 備 （ 第

四 十 九 条 の 六 の 十 二 ・ 第 四 十 九 条 の 六 の 十 三 ） 

［ 第 四 節 の 五 ～ 第 四 節 の 十 五 略 ］ ［ 第 四 節 の 五 ～ 第 四 節 の 十 五 同 上 ］ 

第 四 節 の 十 六 二 二 GH
z

帯 又 は 三 八 GH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 の

無 線 設 備 （ 第 四 十 九 条 の 十 九 ） 

第 四 節 の 十 六  二 二 GH
z

帯 、 二 六 GH
z

帯 又 は 三 八 GH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動 業 務

の 無 線 局 の 無 線 設 備 （ 第 四 十 九 条 の 十 九 ）  

［ 第 四 節 の 十 七 ～ 第 九 節 略 ］ ［ 第 四 節 の 十 七 ～ 第 九 節 同 上 ］ 

［ 第 五 章 略 ］ ［ 第 五 章 同 上 ］ 

附 則  附 則 

（ 定 義 ） （ 定 義 ） 

第 三 条  こ の 規 則 の 規 定 の 解 釈 に 関 し て は 、 次 の 定 義 に 従 う も の と す る 。 第 三 条 ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 四 の 六 略 ］  ［ 一 ～ 四 の 六 同 上 ］ 

四 の 七 「 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無

線 通 信 」 と は 、 通 信 方 式 に 直 交 周 波 数 分 割 多 重 方 式 と 時 分 割 多 重 方 式 を 組 み 合 わ せ た 多 重 方

式 及 び シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 若 し く は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 を 使

用 す る 周 波 数 分 割 複 信 方 式 （ 半 複 信 方 式 を 含 む 。 ） 又 は 時 分 割 複 信 方 式 を 用 い る 無 線 通 信 で

あ つ て 、 携 帯 し て 使 用 す る た め に 開 設 さ れ 、 又 は 自 動 車 そ の 他 の 陸 上 を 移 動 す る も の に 開 設

さ れ た 陸 上 移 動 局 と 通 信 を 行 う た め に 開 設 さ れ た 基 地 局 と 当 該 陸 上 移 動 局 と の 間 で 直 接 に 、

又 は 陸 上 移 動 中 継 局 若 し く は 他 の 陸 上 移 動 局 の 中 継 に よ り 行 わ れ る 無 線 通 信 （ 第 七 号 に 規 定

す る デ ジ タ ル 空 港 無 線 通 信 並 び に 第 十 号 に 規 定 す る 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム 及 び 第

十 五 号 に 規 定 す る ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 に よ る 無 線 通 信 を 除 く 。 ） （ 以 下 「 シ ン グ ル キ ャ リ

ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 無 線 通 信 」 と い う 。 ） の う ち 、

電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る も の を い う 。 
四 の 七 「 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無

線 通 信 」 と は 、 通 信 方 式 に 直 交 周 波 数 分 割 多 重 方 式 と 時 分 割 多 重 方 式 を 組 み 合 わ せ た 多 重 方

式 及 び シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 を 使 用 す

る 周 波 数 分 割 複 信 方 式 （ 半 複 信 方 式 を 含 む 。 ） 又 は 時 分 割 複 信 方 式 を 用 い る 携 帯 無 線 通 信 を

い う 。  

［ 五 ～ 十 六 略 ］ ［ 五 ～ 十 六  同 上 ］ 

（ 空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 ） （ 空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 ） 

第 十 四 条  空 中 線 電 力 の 許 容 偏 差 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 送 信 設 備 の 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同

表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 

第 十 四 条 ［ 同 上 ］ 

送   信   設   備 許 容 偏 差 送   信   設   備 許 容 偏 差 



 

上    限 

（ パ ー セ ン ト ） 

下    限 

（ パ ー セ ン ト ） 

［ 略 ］  ［ 略 ］ ［ 略 ］    

十 六  シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又

は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 無 線 通 信 を 行 う 無

線 局 の 送 信 設 備 及 び ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 の 送 信

設 備 

［ 略 ］ ［ 略 ］ 

   

［ 略 ］  ［ 略 ］ ［ 略 ］ 
 

上    限 

（ パ ー セ ン ト ）  

下    限 

（ パ ー セ ン ト ） 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］    

十 六 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又

は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行

う 無 線 局 の 送 信 設 備 及 び ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 の

送 信 設 備  

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

   

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 
 

［ ２ ～ ５ 略 ］ ［ ２ ～ ５ 同 上 ］ 

（ 副 次 的 に 発 す る 電 波 等 の 限 度 ） （ 副 次 的 に 発 す る 電 波 等 の 限 度 ） 

第 二 十 四 条  法 第 二 十 九 条 に 規 定 す る 副 次 的 に 発 す る 電 波 が 他 の 無 線 設 備 の 機 能 に 支 障 を 与 え な

い 限 度 は 、 受 信 空 中 線 と 電 気 的 常 数 の 等 し い 疑 似 空 中 線 回 路 を 使 用 し て 測 定 し た 場 合 に 、 そ の

回 路 の 電 力 が 四 ナ ノ ワ ッ ト 以 下 で な け れ ば な ら な い 。 

第 二 十 四 条  ［ 同 上 ］ 

［ ２ ～ ７ 略 ］ ［ ２ ～ ７ 同 上 ］ 

８  二 、 〇 一 〇 MH
z

を 超 え 二 、 〇 二 五 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 時 分 割 ・ 符 号 分 割 多 元 接

続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び 時 分 割 ・ 符 号 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験

の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線

局 及 び 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無

線 局 、 時 分 割 ・ 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び 時 分 割 ・ 周 波 数 分 割 多

元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分

割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 、 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う

無 線 局 及 び 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局

、 二 、 三 三 〇 MH
z

を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

以 下 又 は 三 ・ 四 GH
z

を 超 え 三 ・ 六 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を

使 用 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 、 二 、 三 三 〇 MH
z

を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

以 下 、 三 ・ 四 GH
z

を 超 え 四 ・ 一 GH
z

以 下 、 四 ・ 五 GH
z

を 超 え 四 ・ 六 GH
z

以 下 、

四 ・ 九 GH
z

を 超 え 五 ・ 〇 GH
z

以 下 、 二 五 ・ 二 五 GH
z

を 超 え 二 八 ・ 二 GH
z

以 下 若 し く は 二 九 ・ 一 GH
z

を

超 え 二 九 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は

直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 並 び に ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 の 受 信 装 置 に

つ い て は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の と お り と す る 。 

８  二 、 〇 一 〇 MH
z

を 超 え 二 、 〇 二 五 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 時 分 割 ・ 符 号 分 割 多 元 接

続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び 時 分 割 ・ 符 号 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験

の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線

局 及 び 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無

線 局 、 時 分 割 ・ 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び 時 分 割 ・ 周 波 数 分 割 多

元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局 、 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分

割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 、 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う

無 線 局 及 び 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 設 備 の 試 験 の た め の 通 信 等 を 行 う 無 線 局

、 二 、 三 三 〇 MH
z

を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

以 下 又 は 三 ・ 四 GH
z

を 超 え 三 ・ 六 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を

使 用 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 、 二 、 三 三 〇 MH
z

を 超 え 二 、 三 七 〇 MH
z

以 下 、 三 ・ 四 GH
z

を 超 え 四 ・ 一 GH
z

以 下 、 四 ・ 五 GH
z

を 超 え 四 ・ 六 GH
z

以 下 、

四 ・ 九 GH
z

を 超 え 五 ・ 〇 GH
z

以 下 、 二 七 GH
z

を 超 え 二 八 ・ 二 GH
z

以 下 若 し く は 二 九 ・ 一 GH
z

を 超 え 二

九 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周

波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 並 び に ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 の 受 信 装 置 に つ

い て は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の と お り と す る 。 

［ 一 ～ 九 略 ］ ［ 一 ～ 九 同 上 ］ 

十 二 五 ・ 二 五 GH
z

を 超 え 二 八 ・ 二 GH
z

以 下 又 は 二 九 ・ 一 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電

波 を 使 用 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 無

線 通 信 を 行 う 無 線 局 （ 陸 上 移 動 中 継 局 及 び 陸 上 移 動 局 （ 携 帯 無 線 通 信 の 中 継 を 行 う も の に 限

る 。 ） を 除 く 。 ） 及 び 二 八 ・ 二 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 一 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る ロ ー カ

十 二 七 GH
z

を 超 え 二 八 ・ 二 GH
z

以 下 又 は 二 九 ・ 一 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使

用 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線

通 信 を 行 う 無 線 局 （ 陸 上 移 動 中 継 局 及 び 陸 上 移 動 局 （ 携 帯 無 線 通 信 の 中 継 を 行 う も の に 限 る

。 ） を 除 く 。 ） 及 び 二 八 ・ 二 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 一 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る ロ ー カ ル



 

ル ５ Ｇ の 無 線 局 （ 陸 上 移 動 中 継 局 及 び 陸 上 移 動 局 （ ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 に よ る 無 線 通 信 の

中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） を 除 く 。 ） の 受 信 装 置 

５ Ｇ の 無 線 局 （ 陸 上 移 動 中 継 局 及 び 陸 上 移 動 局 （ ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 に よ る 無 線 通 信 の 中

継 を 行 う も の に 限 る 。 ） を 除 く 。 ） の 受 信 装 置 

無 線 局 の 種 別 周 波 数 帯 副 次 的 に 発 す る 電 波 の 限 度 

基 地 局 （ 二 五 ・ 二 五 GH
z

を 超

え 二 七 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数

の 電 波 を 使 用 す る も の に 限

る 。 ） 

ア  三 〇 MH
z

以 上 一 、 〇 〇

〇 MH
z

未 満 

任 意 の 一 〇 〇 kH
z

幅 で （ － ）

三 六 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

イ  一 、 〇 〇 〇 MH
z

以 上 一

八 GH
z

未 満 

任 意 の 一 MH
z

幅 で （ － ） 三 〇

デ シ ベ ル 以 下 の 値 

ウ  一 八 GH
z

以 上 二 一 GH
z

未

満 

任 意 の 一 〇 MH
z

幅 で （ － ） 一

五 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

エ  二 一 GH
z

以 上 二 二 ・ 七

五 GH
z

未 満 

任 意 の 一 〇 MH
z

幅 で （ － ） 一

〇 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

オ  二 九 GH
z

以 上 三 〇 ・ 七

五 GH
z

未 満 

任 意 の 一 〇 MH
z

幅 で （ － ） 一

〇 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

カ  三 〇 ・ 七 五 GH
z

以 上 四

〇 ・ 五 GH
z

未 満 

任 意 の 一 〇 MH
z

幅 で （ － ） 一

五 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

キ  四 〇 ・ 五 GH
z

以 上 で あ

つ て 、 使 用 す る 周 波 数 帯

の 上 端 の 周 波 数 の 二 倍 未

満 

任 意 の 一 〇 MH
z

幅 で （ － ） 二

〇 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

基 地 局 （ 二 六 ・ 五 GH
z

を 超

え 二 九 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波

数 の 電 波 を 使 用 す る も の に

限 る 。 ） 

ア  三 〇 MH
z

以 上 一 、 〇 〇

〇 MH
z

未 満 

任 意 の 一 〇 〇 kH
z

幅 で （ － ）

三 六 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

イ  一 、 〇 〇 〇 MH
z

以 上 一

八 GH
z

未 満 

任 意 の 一 MH
z

幅 で （ － ） 三 〇

デ シ ベ ル 以 下 の 値 

ウ  一 八 GH
z

以 上 二 三 ・ 五

GH
z

未 満 

任 意 の 一 〇 MH
z

幅 で （ － ） 一

五 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

エ  二 三 ・ 五 GH
z

以 上 二 五

GH
z

未 満 

任 意 の 一 〇 MH
z

幅 で （ － ） 一

〇 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

オ  三 一 GH
z

以 上 三 二 ・ 五

GH
z

未 満 

任 意 の 一 〇 MH
z

幅 で （ － ） 一

〇 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

カ  三 二 ・ 五 GH
z

以 上 四 一

・ 五 GH
z

未 満 

任 意 の 一 〇 MH
z

幅 で （ － ） 一

五 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

無 線 局 の 種 別 周 波 数 帯 副 次 的 に 発 す る 電 波 の 限 度 

基 地 局  ア  三 〇 MH
z

以 上 一 、 〇 〇

〇 MH
z

未 満 

任 意 の 一 〇 〇 kH
z

幅 で （ － ）

三 六 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

イ  一 、 〇 〇 〇 MH
z

以 上 一

八 GH
z

未 満 

任 意 の 一 MH
z

幅 で （ － ） 三 〇

デ シ ベ ル 以 下 の 値 

ウ  一 八 GH
z

以 上 二 三 ・ 五

GH
z

未 満 

任 意 の 一 〇 MH
z

幅 で （ － ） 一

五 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

エ  二 三 ・ 五 GH
z

以 上 二 五

GH
z

未 満 

任 意 の 一 〇 MH
z

幅 で （ － ） 一

〇 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

オ  三 一 GH
z

以 上 三 二 ・ 五

GH
z

未 満 

任 意 の 一 〇 MH
z

幅 で （ － ） 一

〇 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

カ  三 二 ・ 五 GH
z

以 上 四 一

・ 五 GH
z

未 満 

任 意 の 一 〇 MH
z

幅 で （ － ） 一

五 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

キ  四 一 ・ 五 GH
z

以 上 で あ

つ て 、 使 用 す る 周 波 数 帯

の 上 端 の 周 波 数 の 二 倍 未

満 

任 意 の 一 〇 MH
z

幅 で （ － ） 二

〇 デ シ ベ ル 以 下 の 値 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  



 

キ  四 一 ・ 五 GH
z

以 上 で あ

つ て 、 使 用 す る 周 波 数 帯

の 上 端 の 周 波 数 の 二 倍 未

満 

任 意 の 一 〇 MH
z

幅 で （ － ） 二

〇 デ シ ベ ル 以 下 の 値 
［ 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］ 

 

 

 

 

 

  

［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 
 

［ ９ ～ 1
3  略 ］ ［ ９ ～ 1
3  同 上 ］ 

1
4   無 人 移 動 体 画 像 伝 送 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 （ 二 、 四 八 三 ・ 五 MH
z

を 超 え 二 、 四 九 四 MH
z

以 下 又 は 五 、 六 五 〇 MH
z

を 超 え 五 、 七 五 五 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） 、

直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 、 一 七 ・ 七 GH
z

を 超 え 一

八 ・ 七 二 GH
z

以 下 及 び 一 九 ・ 二 二 GH
z

を 超 え 一 九 ・ 七 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 局

（ 固 定 局 、 基 地 局 、 陸 上 移 動 中 継 局 及 び 陸 上 移 動 局 に 限 る 。 ） 並 び に 二 二 GH
z

帯 又 は 三 八 GH
z

帯

の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 （ 二 二 GH
z

を 超 え 二 二 ・ 四 GH
z

以 下 、 二 二 ・ 六

GH
z

を 超 え 二 三 GH
z

以 下 、 三 八 ・ 〇 五 GH
z

を 超 え 三 八 ・ 五 GH
z

以 下 又 は 三 九 ・ 〇 五 GH
z

を 超 え 三 九 ・

五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 基 地 局 及 び 陸 上 移 動 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 受 信 装 置 に

つ い て は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ れ ぞ れ 次 の 表 に 定 め る と お り と す る 。 

1
4  無 人 移 動 体 画 像 伝 送 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 （ 二 、 四 八 三 ・ 五 MH
z

を 超 え 二 、 四 九 四 MH
z

以 下 又 は 五 、 六 五 〇 MH
z

を 超 え 五 、 七 五 五 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） 、

直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 、 一 七 ・ 七 GH
z

を 超 え 一

八 ・ 七 二 GH
z

以 下 及 び 一 九 ・ 二 二 GH
z

を 超 え 一 九 ・ 七 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 局

（ 固 定 局 、 基 地 局 、 陸 上 移 動 中 継 局 及 び 陸 上 移 動 局 に 限 る 。 ） 並 び に 二 二 GH
z

帯 、 二 六 GH
z

帯 又

は 三 八 GH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 （ 二 二 GH
z

を 超 え 二 二 ・ 四 GH
z

以

下 、 二 二 ・ 六 GH
z

を 超 え 二 三 GH
z

以 下 、 二 五 ・ 二 五 GH
z

を 超 え 二 七 GH
z

以 下 、 三 八 ・ 〇 五 GH
z

を 超 え

三 八 ・ 五 GH
z

以 下 又 は 三 九 ・ 〇 五 GH
z

を 超 え 三 九 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 基 地 局 及

び 陸 上 移 動 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 受 信 装 置 に つ い て は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ れ

ぞ れ 次 の 表 に 定 め る と お り と す る 。 

［ 表 略 ］ ［ 表 同 上 ］ 

［ 1
5
～ 3
5  略 ］ ［ 1
5
～ 3
5  同 上 ］ 

    第 四 節 の 四 の 七 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接

続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 、 ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 等 の 無 線 設

備 （ 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 ・ 第 四 十 九 条 の 六 の 十 三 ） 

    第 四 節 の 四 の 七 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接

続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 及 び ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 等 の 無 線

設 備 （ 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 ・ 第 四 十 九 条 の 六 の 十 三 ） 

（ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を

行 う 無 線 局 、 ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 等 の 無 線 設 備 ） 

（ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を

行 う 無 線 局 及 び ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 等 の 無 線 設 備 ） 

第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 ［ 略 ］ 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 ［ 同 上 ］ 

 ［ 一 ～ 五 略 ］ ［ 一 ～ 五 同 上 ］ 

２ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 無 線 通 信 を 行 う

基 地 局 、 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 の う ち 、 時 分 割 複 信 方 式 を 用 い る も の で あ

つ て 、 二 五 ・ 二 五 GH
z

を 超 え 二 八 ・ 二 GH
z

以 下 又 は 二 九 ・ 一 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の

電 波 を 送 信 す る も の 及 び ロ ー カ ル ５ Ｇ の 基 地 局 、 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 で

あ つ て 、 二 八 ・ 二 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 一 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の は 、 次 に 掲 げ る 条

件 （ 陸 上 移 動 中 継 局 に あ つ て は 第 二 号 、 陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） に あ つ て は 同

号 及 び 第 四 号 の 条 件 に 限 る 。 ） に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

２ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を

行 う 基 地 局 、 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 の う ち 、 時 分 割 複 信 方 式 を 用 い る も の

で あ つ て 、 二 七 GH
z

を 超 え 二 八 ・ 二 GH
z

以 下 又 は 二 九 ・ 一 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電

波 を 送 信 す る も の 及 び ロ ー カ ル ５ Ｇ の 基 地 局 、 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 で あ

つ て 、 二 八 ・ 二 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 一 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の は 、 次 に 掲 げ る 条 件

（ 陸 上 移 動 中 継 局 に あ つ て は 第 二 号 、 陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） に あ つ て は 同 号

及 び 第 四 号 の 条 件 に 限 る 。 ） に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

 一 一 般 的 条 件  一 ［ 同 上 ］  

  ［ イ ～ ホ 略 ］   ［ イ ～ ホ 同 上 ］ 



 

  ヘ キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い る 場 合 に は 、 一 又 は 複 数 の 基 地 局 （ 陸 上 移 動 局 へ

送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (1
)

に 掲 げ る 無 線 局 及 び 前 項 に 規 定 す る 条 件 に 適 合 す る 無 線 設 備

を 使 用 す る 基 地 局 を 含 む 。 ） と 一 又 は 複 数 の 陸 上 移 動 局 （ 基 地 局 へ 送 信 す る 場 合 に あ つ て

は 、 (2
)

に 掲 げ る 無 線 局 及 び 前 項 に 規 定 す る 条 件 に 適 合 す る 無 線 設 備 を 使 用 す る 基 地 局 を 含

む 。 ） と の 間 の 通 信 （ 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の を 除 く 。 ） に 限 る こ と 。 

  ヘ キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い る 場 合 に は 、 一 又 は 複 数 の 基 地 局 （ 陸 上 移 動 局 へ

送 信 す る 場 合 に あ つ て は 、 (1
)

に 掲 げ る 無 線 局 及 び 前 項 に 規 定 す る 条 件 に 適 合 す る 無 線 設 備

を 使 用 す る 陸 上 移 動 局 を 含 む 。 ） と 一 又 は 複 数 の 陸 上 移 動 局 （ 基 地 局 へ 送 信 す る 場 合 に あ

つ て は 、 (2
)

に 掲 げ る 無 線 局 及 び 前 項 に 規 定 す る 条 件 に 適 合 す る 無 線 設 備 を 使 用 す る 基 地 局

を 含 む 。 ） と の 間 の 通 信 （ 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の を 除 く 。 ） に 限 る こ と 。 

   ［ (1
)

・ (2
)

 略 ］    ［ (1
)

・ (2
)

 同 上 ］ 

  ［ ト ・ チ 略 ］   ［ ト ・ チ 同 上 ］ 

 ［ 二  略 ］ ［ 二 同 上 ］ 

三 陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 （ 第 五 号 に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） は

、 第 一 号 及 び 前 号 に 規 定 す る 条 件 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

三 ［ 同 上 ］  

［ イ ・ ロ 略 ］ ［ イ ・ ロ 同 上 ］ 

 ハ 空 中 線 電 力 は 、 三 ・ 一 六 ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 周 波 数 帯 の 周 波 数

の 搬 送 波 を 使 用 し て キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い た 送 信 を 行 う 場 合 に あ つ て は 、

そ れ ぞ れ の 周 波 数 帯 に お い て 同 時 に 送 信 さ れ る 搬 送 波 の 空 中 線 電 力 の 総 和 が 三 ・ 一 六 ワ ッ

ト 以 下 で あ る こ と 。 

 ハ  空 中 線 電 力 （ 二 七 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 搬 送 波 の み を 使 用 し て キ ャ リ ア

ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い た 送 信 を 行 う 場 合 に あ つ て は 、 同 時 に 送 信 さ れ る 複 数 の 搬 送

波 の 空 中 線 電 力 の 総 和 ） は 、 三 ・ 一 六 ワ ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 

   (1
)

 二 五 ・ 二 五 GH
z

を 超 え 二 七 ・ 五 GH
z

以 下    ［ 新 設 ］  

   (2
)

 二 六 ・ 五 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

以 下     

 ［ ニ 略 ］  ［ ニ 同 上 ］ 

 ホ 搬 送 波 を 送 信 し て い な い と き の 漏 え い 電 力 は 、 送 信 帯 域 の 周 波 数 帯 で 、 次 の 表 の 上 欄 に

掲 げ る チ ャ ネ ル 間 隔 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 周 波 数 幅 に お け る 平 均 電 力 が 同

表 の 下 欄 に 掲 げ る 漏 え い 電 力 の 値 以 下 で あ る こ と 。  

 ホ ［ 同 上 ］ 

チ ャ ネ ル 間 隔 （ MH
z

 ） 周 波 数 幅 （ MH
z

 ） 

漏 え い 電 力 （ デ シ ベ ル （

一 ミ リ ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ

ル と す る 。 ） ） 

五 〇 四 七 ・ 五 八 （ － ） 一 三 ・ 六 

一 〇 〇 九 五 ・ 一 六 （ － ） 一 〇 ・ 六 

二 〇 〇 一 九 〇 ・ 二 〇 （ － ） 七 ・ 六 

四 〇 〇 三 八 〇 ・ 二 八 （ － ） 四 ・ 六 
 

チ ャ ネ ル 間 隔 （ MH
z

 ） 周 波 数 幅 （ MH
z

 ） 

漏 え い 電 力 （ デ シ ベ ル （

一 ミ リ ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ

ル と す る 。 ） ） 

五 〇 四 七 ・ 五 二 （ － ） 一 三 ・ 六 

一 〇 〇 九 五 ・ 〇 四 （ － ） 一 〇 ・ 六 

二 〇 〇 一 九 〇 ・ 〇 八 （ － ） 七 ・ 六 

四 〇 〇 三 八 〇 ・ 一 六 （ － ） 四 ・ 六 
 

 ［ 四 ・ 五  略 ］ ［ 四 ・ 五 同 上 ］ 

［ ３ ～ ７ 略 ］ ［ ３ ～ ７ 同 上 ］ 

    第 四 節 の 十 六 二 二 GH
z

帯 又 は 三 八 GH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動 業 務 の 無 線

局 の 無 線 設 備 

    第 四 節 の 十 六  二 二 GH
z

帯 、 二 六 GH
z

帯 又 は 三 八 GH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動

業 務 の 無 線 局 の 無 線 設 備 

（ 二 二 GH
z

帯 又 は 三 八 GH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 の 無 線 設 備 ） （ 二 二 GH
z

帯 、 二 六 GH
z

帯 又 は 三 八 GH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 の 無 線



 

設 備 ） 

第 四 十 九 条 の 十 九  二 二 GH
z

帯 又 は 三 八 GH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 （

二 二 ・ 一 四 GH
z

を 超 え 二 二 ・ 四 GH
z

以 下 、 二 二 ・ 七 四 GH
z

を 超 え 二 三 GH
z

以 下 、 三 八 ・ 〇 五 GH
z

を 超

え 三 八 ・ 五 GH
z

以 下 又 は 三 九 ・ 〇 五 GH
z

を 超 え 三 九 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移

動 業 務 の 無 線 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の う ち 基 地 局 の 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る

も の で な け れ ば な ら な い 。  

第 四 十 九 条 の 十 九 二 二 GH
z

帯 、 二 六 GH
z

帯 又 は 三 八 GH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動 業 務

の 無 線 局 （ 二 二 ・ 一 四 GH
z

を 超 え 二 二 ・ 四 GH
z

以 下 、 二 二 ・ 七 四 GH
z

を 超 え 二 三 GH
z

以 下 、 二 五 ・ 二

五 GH
z

を 超 え 二 七 GH
z

以 下 、 三 八 ・ 〇 五 GH
z

を 超 え 三 八 ・ 五 GH
z

以 下 又 は 三 九 ・ 〇 五 GH
z

を 超 え 三 九

・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の う ち 基 地

局 の 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

 ［ 一 ～ 四  略 ］ ［ 一 ～ 四 同 上 ］ 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］  

３  二 二 GH
z

帯 又 は 三 八 GH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 の う ち 陸 上 移 動 局

の 無 線 設 備 （ 前 項 に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な

ら な い 。  

３ 二 二 GH
z

帯 、 二 六 GH
z

帯 又 は 三 八 GH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 の う ち

陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 （ 前 項 に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で

な け れ ば な ら な い 。  

 ［ 一 ～ 四  略 ］ ［ 一 ～ 四 同 上 ］ 

別表第一号（第５条関係） 別表第一号（第５条関係） 

周波数の許容偏差の表 周波数の許容偏差の表 

［表略］ ［表同左］ 

注 注 

［１～30 略］ ［１～30 同左］ 

  31 次に掲げる固定局、陸上局及び移動局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は

、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。 

  31 ［同左］ 

   ( １ ) 携帯無線通信を行う無線局及びローカル５Ｇの無線局の送信設備に使用するもの    ( １ ) ［同左］ 

    ［ア～ケ 略］     ［ア～ケ 同左］ 

    コ 第49条の６の12第２項に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直

交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局及びローカル５Ｇの無線局 

    コ 第49条の６の12第２項に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直

交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル５Ｇの無線局 

     ［略］      ［同左］ 

     ［(ア)～(エ) 略］      ［(ア)～(エ) 同左］ 

    ［サ 略］     ［サ 同左］ 

   ［( 2 )～( 1 2 ) 略］ ［( 2 )～( 1 2 ) 同左］ 

   (13)  22GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備 50

（10-6） 

   (13)  22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線

設備 50（10-6） 

   ［(14) ～(25) 略］    ［(14) ～(25) 同左］ 

［32～58 略］ ［32～58 同左］ 

別表第二号（第６条関係） 別表第二号（第６条関係） 

［第１～第11 略］ ［第１～第11 同左］ 

第12 携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及 第12 携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及



 

び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符

号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備

の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無

線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線

局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波

数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数

分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線

通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携

帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交

周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシング

ルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局

及びローカル５Ｇの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第１から第４までの規

定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、

占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して表示する。 

び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符

号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備

の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無

線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線

局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波

数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数

分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線

通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携

帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交

周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシング

ルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無

線局及びローカル５Ｇの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第１から第４まで

の規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合に

は、占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して表示する。 

 ［１～５ 略］  ［１～５ 同左］ 

 ６ シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を

行う無線局及びローカル５Ｇの無線局の無線設備 

 ６ シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通

信を行う無線局及びローカル５Ｇの無線局の無線設備 

  ［(1)・( 2 ) 略］    ［(1)・( 2 ) 同左］ 

  (3) 第49条の６の12第２項に規定する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の無線設備    (3) ［同左］ 

   ［ア～エ 略］     ［ア～エ 同左］ 

   オ 陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技

術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの 総務大臣が別に告示で定める値 

    オ 陸上移動局（携帯無線通信又はローカル５Ｇの無線局による無線通信の中継を行う

ものを除く。）の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続す

る複数の搬送波を送信するもの 総務大臣が別に告示で定める値 

   ［カ・キ 略］     ［カ・キ 同左］ 

  ［( 4 ) 略］    ［(4) 同左］ 

［第13～第32 略］  ［第13～第32 同左］ 

 第33 22GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有

周波数帯幅の許容値は、第１から第４までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示で定め

る値とする。 

 第33 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線

設備の占有周波数帯幅の許容値は、第１から第４までの規定にかかわらず、総務大臣が別に

告示で定める値とする。 

 ［第34～第82 略］  ［第34～第82 同左］ 

別表第三号（第７条関係） 別表第三号（第７条関係） 

 ［１～16 略］  ［１～16 同左］ 

 17 携帯無線通信を行う無線局、携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局及びロ

ーカル５Ｇの無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次のとお

17 ［同左］ 



 

りとする。 

  ［(1)・(2) 略］ ［(1)・(2) 同左］ 

 (3) 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波

数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、時

分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接

続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、シングルキャリ

ア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備、直交周波数分割多元接

続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試

験のための通信等を行う無線局の送信設備並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方

式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局及びローカル５Ｇの無線局の送

信設備の不要発射の強度の許容値は、２に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示

する値とする。 

  (3) 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波

数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、時

分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接

続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、シングルキャリ

ア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備、直交周波数分割多元接

続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試

験のための通信等を行う無線局の送信設備並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方

式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル５Ｇの無線局

の送信設備の不要発射の強度の許容値は、２に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に

告示する値とする。 

 ［18～33 略］ ［18～33 同左］ 

 34 22GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備及び基本

周波数の平均電力が１Ｗ以下の送信設備であつて、54.25GHzを超え57GHz以下の周波数の電

波を使用する無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射及びスプリアス領域に

おける不要発射の強度の許容値は、２(１) に規定する値にかかわらず、50μW以下である値と

する。 

 34 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設

備及び基本周波数の平均電力が１Ｗ以下の送信設備であつて、54.25GHzを超え57GHz以下の

周波数の電波を使用する無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射及びスプリ

アス領域における不要発射の強度の許容値は、２(１) に規定する値にかかわらず、50μW以下で

ある値とする。 

［35～72 略］ ［35～72 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。  



 

 （ 特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 三 条  特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 六 年 郵 政 省 令 第 三 十 七 号 ） の 一

 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る

改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標

記 部 分 に 二 重 下 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 こ れ を 加 え る 。  

 

  



 

 

改  正  後 改  正  前 

別 表 第 一 号  技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 （ 第 六 条 及 び 第 二 十 五 条 関 係 ） 別 表 第 一 号  ［ 同 上 ］ 

一 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ り 行 う も の と す る 。 一 ［ 同 上 ］ 

［ (１
)

 ・ (２
)

  略 ］ ［ (１
)

 ・ (２
)

  同 上 ］ 

 (３
)

  特 性 試 験  (３
)

  ［ 同 上 ］ 

申 込 設 備 に つ い て 、 次 に 従 つ て 試 験 を 行 い 、 か つ 、 技 術 基 準 に 適 合 す る も の で あ る か ど

う か に つ い て 審 査 を 行 う 。 

［ 同 上 ］ 

ア 次 の 表 の 一 の 欄 に 掲 げ る 装 置 に つ い て は 、 同 表 の 二 の 欄 に 掲 げ る 試 験 項 目 ご と に そ れ

ぞ れ 同 表 の 三 の 欄 に 掲 げ る 測 定 器 等 を 使 用 し て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 試 験 方 法 又 は こ

れ と 同 等 以 上 の 方 法 に よ り 同 表 の 四 の 欄 の 特 定 無 線 設 備 の 種 別 に 従 つ て 試 験 を 行 う 。 

ア ［ 同 上 ］ 

［ 表 別 紙 二 挿 入 ］ ［ 表 別 紙 一 挿 入 ］ 

［ 注 １ ～ 2
4   略 ］ ［ 注 １ ～ 2
4   同 上 ］ 

［ イ ・ ウ 略 ］ ［ イ ・ ウ 同 上 ］ 

［ 二 ・ 三 略 ］ ［ 二 ・ 三 同 上 ］ 

別表第二号 工事設計の様式（別表第一号一(１) 関係） 別表第二号 ［同左］ 

第一 第二から第六までの工事設計書に係る無線局以外の無線局に使用するための無線設備の

工事設計書 

第一 ［同左］ 

［様式略］ ［様式同左］ 

［注１・２ 略］ ［注１・２ 同左］ 

３ ２の(２) の欄は、「Ｆ３Ｅ 142MHzから162MHzまで」又は「Ｆ３Ｅ 143.54、149.01、

149.03、153.33、165.97MHz」のように記載するほか、次によること。 

３ ［同左］ 

［(１) ～(３)  略］ ［(１) ～(３)  同左］ 

(４)  第２条第1項第11号の19、第11号の21、第11号の30、第11号の32、第11号の34、第

21号の３、第54号若しくは第54号の６に掲げる無線設備であつて設備規則第49条の６の

９第１項第１号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うことが

できるもの又は第２条第１項第11号の20から第11号の20の３まで、第11号の22から第11

号の24まで、第11号の29から第11号の29の３まで、第11号の31から第11号の31の３まで

、第11号の33から第11号の33の３まで、第21号の３、第54号の２の２、第54号の３若し

くは第54号の５から第54号の５の３までに掲げる無線設備であつて一の送信装置から複

数の搬送波を同時に送信するものにあつては、同時に送信される複数の搬送波の周波数

帯(次のアからセまでに掲げる周波数帯をいう。)及び当該搬送波の数を記載すること。 

(４)  第２条第１項第11号の19、第11号の21、第11号の30、第11号の32、第11号の34、第

21号の３、第54号若しくは第54号の６に掲げる無線設備であつて設備規則第49条の６の

９第１項第１号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うことが

できるもの又は第２条第１項第11号の20から第11号の20の３まで、第11号の22から第11

号の24まで、第11号の29から第11号の29の３まで、第11号の31から第11号の31の３まで

、第11号の33から第11号の33の３まで、第21号の３、第54号の２の２、第54号の３若し

くは第54号の５から第54号の５の３までに掲げる無線設備であつて一の送信装置から複

数の搬送波を同時に送信するものにあつては、同時に送信される複数の搬送波の周波数

帯(次のアからスまでに掲げる周波数帯をいう。)及び当該搬送波の数を記載すること。  



 

 

［ア～シ 略］ ［ア～シ 同左］ 

ス 25.25GHzを超え27.5GHz以下の周波数帯 ス 27.0GHzを超え29.5GHz以下の周波数帯 

セ 26.5GHzを超え29.5GHz以下の周波数帯 ［新設］ 

［(５) ・(６)  略］ ［(５) ・(６)  同左］ 

［４～12 略］ ［４～12 同左］ 

［第二～第六 略］ ［第二～第六 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 下 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 下 線 は 注 記 で あ る 。  



 

 

 

 

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

第 一 条  こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 無 線 設 備 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

第 二 条  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 免 許 若 し く は 予 備 免 許 を 受 け 、 又 は 免 許 を 申 請 し て い る 第 二 条 の 規

定 に よ る 改 正 前 の 無 線 設 備 規 則 （ 以 下 「 旧 設 備 規 則 」 と い う 。 ） 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 に 規

定 す る 無 線 局 の 無 線 設 備 の 条 件 に つ い て は 、 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 無 線 設 備 規 則 （ 以 下 「 新

設 備 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。  

２  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 受 け て い る 旧 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 に 規 定 す る 無 線 局 の

無 線 設 備 に 係 る 電 波 法 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 適 合 証 明 又 は 同 法 第 三 十 八 条

の 二 十 四 第 一 項 に 規 定 す る 工 事 設 計 認 証 （ 以 下 「 技 術 基 準 適 合 証 明 等 」 と い う 。 ） は 、 こ の 省 令 の

施 行 後 に お い て も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

３  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に さ れ て い る 旧 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 に 規 定 す る 無 線 局 の

無 線 設 備 に 係 る 技 術 基 準 適 合 証 明 等 の 求 め の 審 査 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

４  前 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 審 査 に よ り 無 線 局 の 無 線 設 備 が 受 け た 技 術 基

準 適 合 証 明 等 は 、 こ の 省 令 の 施 行 後 に お い て も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  



 

 

 

 

５  第 二 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ り な お 効 力 を 有 す る と さ れ た 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に よ り 表 示 が 付 さ

れ た 無 線 設 備 で あ っ て 、 二 七 ㎓ を 超 え 二 九 ・ 五 ㎓ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る 陸 上 移 動 局 の 無 線

設 備 に つ い て は 、 当 該 技 術 基 準 適 合 証 明 等 の 工 事 設 計 に 変 更 が な い 限 り に お い て 、 新 設 備 規 則 第 四

十 九 条 の 六 の 十 二 に 規 定 す る 二 六 ・ 五 ㎓ を 超 え 二 九 ・ 五 ㎓ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る 陸 上 移 動

局 の 無 線 設 備 の 条 件 に 適 合 す る も の と し て 、 技 術 基 準 適 合 証 明 等 を 受 け た も の と み な す 。  

第 三 条  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 免 許 若 し く は 予 備 免 許 を 受 け 、 又 は 免 許 を 申 請 し て い る 旧 設 備 規 則

第 四 十 九 条 の 十 九 に 規 定 す る 無 線 設 備 の 条 件 に つ い て は 、 新 設 備 規 則 の 規 定 に か か わ ら ず 、 令 和 十

三 年 五 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

２  こ の 省 令 の 施 行 の 日 か ら 令 和 十 三 年 五 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 限 り 、 新 設 備 規 則 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 旧 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 十 九 の 条 件 に 適 合 す る 無 線 設 備 を 使 用 す る 無 線 局 の 再 免 許 又 は 無 線 設

備 の 設 置 場 所 （ 移 動 す る 無 線 局 に あ っ て は 、 常 置 場 所 又 は 移 動 範 囲 ） の 変 更 （ 非 常 事 態 に お け る 重

要 通 信 の 確 保 を 目 的 と す る も の そ の 他 必 要 と 認 め ら れ る も の に 限 る 。 ） 及 び 無 線 設 備 の 工 事 設 計 の

変 更 の 許 可 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 再 免 許 又 は 当 該 変 更 の 許 可 を 受 け た 無 線

局 の 無 線 設 備 の 条 件 に つ い て は 、 前 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

３  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 受 け て い る 旧 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 十 九 に 規 定 す る 無 線 設 備 に 係 る 技 術

基 準 適 合 証 明 等 は 、 令 和 十 三 年 五 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 な お 効 力 を 有 す る 。  



［同上］

○ ○ ○ ○ ○ ○ 第
二

条
第

一
項

第
十

九
号

の
四

の
三

の
無

線
設

備

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十九号の五の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十九号の六の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十九号の七の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十九号の八の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十九号の九の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十九号の十の無線設備

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 第二条第一項第十九号の十一の無線設備

［同上］

四
　
特
定
無
線
設
備
の
種
別

［

別
紙
一
］

［同上］

注

13



［略］

○ ○ ○ ○ ○ ○ 第
二

条
第

一
項

第
十

九
号

の
四

の
三

の
無

線
設

備

［略］

［略］

四
　
特
定
無
線
設
備
の
種
別

［

別
紙
二
］

注

13



 

 

○ 総 務 省 告 示 第 八 十 一 号  
電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） 第 六 条 第 八 項 第 五 号 の 規 定 に 基 づ き 、 総 務 大 臣 が 公 示 す

る 区 域 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

総 務 大 臣  林   芳 正    

電波法第六条第八項第五号に規定する総務大臣が公示する区域は、次の表左欄に掲げる同一の周波

数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局が使用す

る周波数に応じ、同表右欄に掲げる区域とする。  

周  波  数  の  範  囲  区  域  

25.25GHzを超え 27GHz以下  全国  
 

 



 

 

○ 総 務 省 告 示 第 八 十 二 号  

 電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） 第 六 条 第 八 項 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 二 十 四 年 総 務 省 告 示

第 四 百 二 十 六 号 （ 電 波 法 第 六 条 第 八 項 の 規 定 に 基 づ き 、 同 項 各 号 の 無 線 局 が 使 用 す る 電 波 の 周 波 数 を

定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

総 務 大 臣  林   芳 正   

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定

の 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め る 。



 

 

改 正 後  改 正 前  

次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとす

る｡ 

［同左］ 

 
無 線 局 周 波 数 

  

無 線 局 周 波 数 
 

［１～３ 略］ ［１～３ 同左］  

４ 基幹放送局 526.5kHzを超え1,606.5kHz以下 

3,925kHz 

3,945kHz 

5,900kHzを超え6,200kHz以下 

7,200kHzを超え7,450kHz以下 

9,400kHzを超え9,900kHz以下 

11,600kHzを超え12,100kHz以下 

13,570kHzを超え13,870kHz以下 

15,100kHzを超え15,800kHz以下 

17,480kHzを超え17,900kHz以下 

21,450kHzを超え21,850kHz以下 

25,670kHzを超え26,100kHz以下 

76MHzを超え108MHz以下 

207.5MHz以上222MHz以下 

470MHzを超え710MHz以下 

11.7GHzを超え12.75GHz以下 

４ 基幹放送局 526.5kHzを超え1,606.5kHz以下 

3,925kHz 

3,945kHz 

5,900kHzを超え6,200kHz以下 

7,200kHzを超え7,450kHz以下 

9,400kHzを超え9,900kHz以下 

11,600kHzを超え12,100kHz以下 

13,570kHzを超え13,870kHz以下 

15,100kHzを超え15,800kHz以下 

17,480kHzを超え17,900kHz以下 

21,450kHzを超え21,850kHz以下 

25,670kHzを超え26,100kHz以下 

76MHzを超え108MHz以下 

207.5MHz以上222MHz以下 

470MHzを超え710MHz以下 

11.7GHzを超え12.75GHz以下 

５ 同一の周波数を使用する相当数の無

線局を一定の区域において一体的に運

用するために開設する無線局（当該相

当数の無線局の間で行われる通信の最

大距離が総務省令で定める距離を超え

るもの又は当該一定の区域に総務大臣

が公示する区域が含まれるものに限る

。） 

25.25GHzを超え27GHz以下 

［注 略］ ［注 同左］ 

備 考 表 中 の[ ] の 記 載 は 注 記 で あ る 。 

 



 

○ 総 務 省 告 示 第 八 十 三 号  

 電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） 第 七 条 第 一 項 第 二 号 及 び 第 四 号 の 規 定 を 実 施 す る た め 、

昭 和 六 十 一 年 郵 政 省 告 示 第 三 百 九 十 五 号 （ 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 、 携 帯 移 動 業 務 の 無 線 局 、 簡 易 無 線

局 及 び 構 内 無 線 局 の 申 請 の 審 査 に 適 用 す る 受 信 設 備 の 特 性 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

総 務 大 臣  林   芳 正   

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。



     

改  正  後 改  正  前 

［ 一 ～ 六 略 ］ ［ 一 ～ 六 同 上 ］ 

六 の 二 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 無 線 通 信 （

設 備 規 則 第 三 条 第 四 号 の 七 に 規 定 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波

数 分 割 多 元 接 続 方 式 無 線 通 信 を い う 。 ） を 行 う 無 線 局 及 び ロ ー カ ル ５ Ｇ （ 設 備 規 則 第 三 条 第 十

五 号 に 規 定 す る ロ ー カ ル ５ Ｇ を い う 。 ） の 無 線 局 の 審 査 に 適 用 す る 受 信 設 備 の 特 性 

六 の 二 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通

信 （ 設 備 規 則 第 三 条 第 四 号 の 七 に 規 定 す る シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交

周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 う 無 線 局 及 び ロ ー カ ル ５ Ｇ （

設 備 規 則 第 三 条 第 十 五 号 に 規 定 す る ロ ー カ ル ５ Ｇ を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 無 線 局 の 審 査 に 適 用

す る 受 信 設 備 の 特 性 

１ 時 分 割 複 信 方 式 を 用 い る も の の 受 信 設 備 １ ［ 同 上 ］ 

［ (1
)

 略 ］ ［ (1
)

 同 上 ］ 

(2
)

 二 五 ・ 二 五 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 受 信 設 備 (2
)

 二 七 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 受 信 設 備 

ア 感 度 ア ［ 同 上 ］ 

    ［ (ｱ
)

 略 ］ ［ (ｱ
)

 同 上 ］ 

(ｲ
)

 陸 上 移 動 局 の 感 度 (ｲ
)

 ［ 同 上 ］ 

      希 望 波 （ 符 号 化 率 が 三 分 の 一 で あ つ て 、 四 相 位 相 変 調 の 信 号 で 変 調 さ れ た 搬 送 波 ）

の 受 信 電 力 が 次 の （ⅰ
）

又 は （ⅱ
）

の 各 表 の 上 欄 に 掲 げ る 周 波 数 帯 域 及 び 同 表 の 中 欄 に 掲 げ

る チ ャ ネ ル 間 隔 に 応 じ た 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 基 準 感 度 の 場 合 に お い て 、 ス ル ー プ ッ ト

が そ の 最 大 値 の 九 五 ％ 以 上 で あ る こ と 。 

［ 同 上 ］ 

  (i
)

 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 各 号 （ 第 五 号 を 除 く 。 ） に お い て 無 線 設 備

の 条 件 が 定 め ら れ て い る 陸 上 移 動 局 

     (i
)

 ［ 同 上 ］ 

周 波 数 帯 域 （ GH
z

 ） チ ャ ネ ル 間 隔 （ MH
z

 ） 

基 準 感 度 （ デ シ ベ ル （ 一

ミ リ ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル

と す る 。 以 下 こ の 表 に お

い て 同 じ 。 ） ） 

二 五 ・ 二 五 を 超 え 二 九 ・ 五

以 下 

［ 略 ］ ［ 略 ］ 

［ 略 ］ ［ 略 ］ 

［ 略 ］ ［ 略 ］ 

［ 略 ］ ［ 略 ］ 
 

周 波 数 帯 域 （ GH
z

 ） チ ャ ネ ル 間 隔 （ MH
z

 ） 

基 準 感 度 （ デ シ ベ ル （ 一

ミ リ ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル

と す る 。 以 下 こ の 表 に お

い て 同 じ 。 ） ） 

二 七 を 超 え 二 九 ・ 五 以 下 ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 
 

(i
i)  (i
)

に 掲 げ る も の 以 外 の も の   (i
i)  ［ 同 上 ］ 

周 波 数 帯 域 （ GH
z

 ） チ ャ ネ ル 間 隔 （ MH
z

 ） 

基 準 感 度 （ デ シ ベ ル （ 一

ミ リ ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル

と す る 。 以 下 こ の 表 に お

い て 同 じ 。 ） ） 

二 五 ・ 二 五 を 超 え 二 九 ・ 五 ［ 略 ］ ［ 略 ］ 

周 波 数 帯 域 （ GH
z

 ） チ ャ ネ ル 間 隔 （ MH
z

 ） 

基 準 感 度 （ デ シ ベ ル （ 一

ミ リ ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル

と す る 。 以 下 こ の 表 に お

い て 同 じ 。 ） ） 

二 七 を 超 え 二 九 ・ 五 以 下 ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 



     

 

以 下 ［ 略 ］ ［ 略 ］ 
 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 
 

   ［ イ ～ エ 略 ］    ［ イ ～ エ 同 上 ］ 

 ［ ２ 略 ］  ［ ２ 同 上 ］  

［ 七 ～ 二 十 四  略 ］  ［ 七 ～ 二 十 四  同 上 ］  

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



 

○ 総 務 省 告 示 第 八 十 四 号  

 無 線 局 免 許 手 続 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ） を 実 施 す る た め 、 平 成 三 十 年 総

務 省 告 示 第 三 百 五 十 六 号 （ 無 線 局 免 許 申 請 書 等 に 添 付 す る 無 線 局 事 項 書 等 の 各 欄 の 記 載 に 用 い る コ ー

ド （ 無 線 局 の 目 的 コ ー ド 及 び 通 信 事 項 コ ー ド を 除 く 。 ） を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

総 務 大 臣  林   芳 正    

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。  



 

 

                  改  正  後                   改  正  前 

別表第23号 無線設備の規格コード 別表第23号 ［同左］ 

項目 コード 

［略］ ［略］ 

設備規則第49条の６の12第１項（第１号から第３号までに係る部分に限

る。）及び第７項においてその無線設備の条件が定められている陸上移

動局の無線設備又は同条第２項（第１号から第３号までに係る部分に限

る。）及び第７項においてその無線設備の条件が定められている陸上移

動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングル

キャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線

通信を行う無線局又は設備規則第49条の６の13第１項（第１号から第３

号までに係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定められて

いる陸上移動局の無線設備 

ＮＲ 

［略］ ［略］ 

設備規則第49条の６の12第２項（第１号、第２号及び第４号に係る部分

に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の

無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリ

ア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を

行う無線局の無線設備 

ＴＤＮＲ２Ｒ 

設備規則第49条の６の12第２項（第１号、第２号及び第５号に係る部分

に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の

無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリ

ア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を

行う無線局の無線設備 

ＴＤＮ２ＲＣ 

［略］ ［略］ 
 

項目 コード 

［同左］ ［同左］ 

設備規則第49条の６の12第１項（第１号から第３号までに係る部分に限

る。）及び第７項においてその無線設備の条件が定められている陸上移

動局の無線設備又は同条第２項（第１号から第３号までに係る部分に限

る。）及び第７項においてその無線設備の条件が定められている陸上移

動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングル

キャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯

無線通信を行う無線局又は設備規則第49条の６の13第１項（第１号から

第３号までに係る部分に限る。）においてその無線設備の条件が定めら

れている陸上移動局の無線設備 

ＮＲ 

［同左］ ［同左］ 

設備規則第49条の６の12第２項（第１号、第２号及び第４号に係る部分

に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の

無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリ

ア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通

信を行う無線局の無線設備 

ＴＤＮＲ２Ｒ 

設備規則第49条の６の12第２項（第１号、第２号及び第５号に係る部分

に限る。）においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の

無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリ

ア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通

信を行う無線局の無線設備 

ＴＤＮ２ＲＣ 

［同左］ ［同左］ 
 

備 考  表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 

 



 

○ 総 務 省 告 示 第 八 十 五 号  

 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 第 二 号 及

び 別 表 第 三 号 AE A 1
7

A

E A AE A (３
)

 AE の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 三 十 一 年 総 務 省 告 示 第 二 十 三 号 （ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数

分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 の 送 信 装 置 で あ っ て 、

時 分 割 複 信 方 式 を 用 い る も の 及 び ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 の 技 術 的 条 件 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

総 務 大 臣  林   芳 正   

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改

正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部

分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 こ れ を 加 え る 。



     

改  正  後 改  正  前 

一 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を

行 う 無 線 局 の 送 信 装 置 の う ち 、 時 分 割 複 信 方 式 を 用 い る も の で あ っ て 、 二 、 三 三 〇 MH
z

を 超 え 二

、 三 七 〇 MH
z

以 下 、 三 ・ 四 GH
z

を 超 え 四 ・ 一 GH
z

以 下 、 四 ・ 五 GH
z

を 超 え 四 ・ 六 GH
z

以 下 又 は 四 ・ 九

GH
z

を 超 え 五 ・ 〇 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の （ 陸 上 移 動 中 継 局 に あ っ て は 三 ・ 四 GH
z

を 超 え 三 ・ 六 GH
z

以 下 又 は 四 ・ 九 GH
z

を 超 え 五 ・ 〇 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の 、 陸 上

移 動 局 （ 携 帯 無 線 通 信 の 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） に あ っ て は 三 ・ 四 GH
z

を 超 え 四 ・ 一 GH
z

以 下

、 四 ・ 五 GH
z

を 超 え 四 ・ 六 GH
z

以 下 又 は 四 ・ 九 GH
z

を 超 え 五 ・ 〇 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る

も の に 限 る 。 ） 及 び ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 の 送 信 装 置 で あ っ て 、 四 ・ 六 GH
z

を 超 え 四 ・ 九 GH
z

以

下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の （ 陸 上 移 動 中 継 局 に あ っ て は 、 四 ・ 八 GH
z

を 超 え 四 ・ 九 GH
z

以

下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の に 限 る 。 ） の 技 術 的 条 件  

一 ［ 同 上 ］  

 １ 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 一 項 第 二 号 の 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 無 線 局 の 送 信 装 置

の 隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 の 許 容 値 は 、 次 に 定 め る と お り と す る 。  

 １ ［ 同 上 ］  

  ［ (1
)

 略 ］   ［ (1
)

 同 上 ］ 

 (2
)

 陸 上 移 動 局 （ 中 継 （ 携 帯 無 線 通 信 又 は ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 に よ る 無 線 通 信 の 中 継 を い

う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 行 う も の を 除 く 。 ） の 送 信 装 置 

 (2
)

 陸 上 移 動 局 （ 中 継 （ 携 帯 無 線 通 信 又 は ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 に よ る 無 線 通 信 の 中 継 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） を 行 う も の を 除 く 。 ） の 送 信 装 置 

  ［ ア ～ ウ 略 ］   ［ ア ～ ウ  同 上 ］ 

  ［ (3
)

・ (4
)

 略 ］   ［ (3
)

・ (4
)

 同 上 ］ 

［ ２ ～ ９ 略 ］  ［ ２ ～ ９ 同 上 ］ 

二 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 無 線 通 信 を 行 う

無 線 局 の 送 信 装 置 の う ち 、 時 分 割 複 信 方 式 を 用 い る も の で あ っ て 、 二 五 ・ 二 五 GH
z

 を 超 え 二 八 ・

二 GH
z

以 下 又 は 二 九 ・ 一 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の 及 び ロ ー カ ル

５ Ｇ の 無 線 局 （ 二 八 ・ 二 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 一 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ）

の 送 信 装 置 の 技 術 的 条 件 

二 シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 携 帯 無 線 通 信 を

行 う 無 線 局 の 送 信 装 置 の う ち 、 時 分 割 複 信 方 式 を 用 い る も の で あ っ て 、 二 七 GH
z

 を 超 え 二 八 ・ 二

GH
z

以 下 又 は 二 九 ・ 一 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 送 信 す る も の 及 び ロ ー カ ル ５

Ｇ の 無 線 局 （ 二 八 ・ 二 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 一 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） の

送 信 装 置 の 技 術 的 条 件 

１ 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 六 の 十 二 第 二 項 第 二 号 の 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 無 線 局 の 送 信 装 置

の 隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 の 許 容 値 は 、 次 に 定 め る と お り と す る 。  
１ ［ 同 上 ］ 

［ (1
)

 略 ］ ［ AE A (１
)A

E A 同 上 ］ 

(2
)

 陸 上 移 動 局 （ 中 継 （ シ ン グ ル キ ャ リ ア 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 又 は 直 交 周 波 数 分 割 多 元

接 続 方 式 無 線 通 信 又 は ロ ー カ ル ５ Ｇ の 無 線 局 に よ る 無 線 通 信 の 中 継 を い う 。 以 下 こ の 項 に

お い て 同 じ 。 ） を 行 う も の を 除 く 。 ） の 送 信 装 置 

(2
)

 陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の を 除 く 。 ） の 送 信 装 置 

［ ア ・ イ 略 ］  ［ ア ・ イ 同 上 ］ 

AE A (３
)A

E A 陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） の 送 信 装 置    (3
)

 ［ 同 上 ］  

ア 陸 上 移 動 局 と 通 信 を 行 う 送 信 装 置 ア ［ 同 上 ］ 



     

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 通 過 帯 域 幅 に 応 じ 、 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 離 調 周 波 数 だ け 離 れ た

周 波 数 を 中 心 と す る 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 周 波 数 幅 当 た り の 平 均 電 力 が 、 搬 送 波 の 電 力 よ

り も 二 五 ・ 七 デ シ ベ ル 以 上 低 い 値 又 は 当 該 周 波 数 範 囲 の 任 意 の 一 、 〇 〇 〇 kH
z

の 帯 域 幅 当

た り の 平 均 電 力 が （ － ） 一 〇 ・ 三 dB
m

以 下 の 値 で あ る こ と 。 

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 通 過 帯 域 幅 に 応 じ 、 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 離 調 周 波 数 だ け 離 れ た

周 波 数 を 中 心 と す る 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 周 波 数 幅 当 た り の 平 均 電 力 が 、 搬 送 波 の 電 力 よ

り も 二 五 ・ 七 デ シ ベ ル 以 上 低 い 値 又 は 当 該 周 波 数 範 囲 の 任 意 の 一 、 〇 〇 〇 kH
z

の 帯 域 幅 当

た り の 平 均 電 力 が （ － ） 一 三 dB
m

以 下 の 値 で あ る こ と 。 
通 過 帯 域 幅 （ MH
z

 ） 離 調 周 波 数 （ MH
z

 ） （ 注 ）  周 波 数 幅 （ MH
z

 ） 

［ 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］ 

二 〇 〇 二 〇 〇 一 九 〇 ・ 〇 八 

三 〇 〇 三 〇 〇 二 八 五 ・ 一 二 

［ 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］ 
 

通 過 帯 域 幅 （ MH
z

 ） 離 調 周 波 数 （ MH
z

 ） （ 注 ）  周 波 数 幅 （ MH
z

 ） 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

二 〇 〇 二 〇 〇 一 九 〇 ・ 〇 八 

   

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 
 

［ 注 略 ］ ［ 注 同 上 ］ 

イ 基 地 局 と 通 信 を 行 う も の イ ［ 同 上 ］ 

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 通 過 帯 域 幅 に 応 じ 、 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 離 調 周 波 数 だ け 離 れ た

周 波 数 を 中 心 と す る 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 周 波 数 幅 当 た り の 平 均 電 力 が 、 搬 送 波 の 電 力 よ

り も 一 四 ・ 七 デ シ ベ ル 以 上 低 い 値 で あ る こ と 。 

［ 同 上 ］ 

通 過 帯 域 幅 （ MH
z

 ） 離 調 周 波 数 （ MH
z

 ） （ 注 ）  周 波 数 幅 （ MH
z

 ） 

［ 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］ 

二 〇 〇 二 〇 〇 一 九 〇 ・ 〇 八 

三 〇 〇 三 〇 〇 二 八 五 ・ 一 二 

［ 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］ 
 

通 過 帯 域 幅 （ MH
z

 ） 離 調 周 波 数 （ MH
z

 ） （ 注 ）  周 波 数 幅 （ MH
z

 ） 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

二 〇 〇 二 〇 〇 一 九 〇 ・ 〇 八 

   

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 
 

［ 注 略 ］ ［ 注 同 上 ］ 

 (４
)

  陸 上 移 動 中 継 局 の 送 信 装 置  (４
)

  ［ 同 上 ］ 

ア 陸 上 移 動 局 と 通 信 を 行 う も の  ア ［ 同 上 ］  

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 通 過 帯 域 幅 に 応 じ 、 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 離 調 周 波 数 だ け 離 れ た

周 波 数 を 中 心 と す る 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 周 波 数 幅 当 た り の 平 均 電 力 が 、 搬 送 波 の 電 力 よ

り も 二 五 ・ 七 デ シ ベ ル 以 上 低 い 値 又 は 当 該 周 波 数 範 囲 の 任 意 の 一 、 〇 〇 〇 kH
z

の 帯 域 幅 当

た り の 平 均 電 力 が （ － ） 一 〇 ・ 三 dB
m

以 下 の 値 で あ る こ と 。  

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 通 過 帯 域 幅 に 応 じ 、 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 離 調 周 波 数 だ け 離 れ た

周 波 数 を 中 心 と す る 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 周 波 数 幅 当 た り の 平 均 電 力 が 、 搬 送 波 の 電 力 よ

り も 二 五 ・ 七 デ シ ベ ル 以 上 低 い 値 又 は 当 該 周 波 数 範 囲 の 任 意 の 一 、 〇 〇 〇 kH
z

の 帯 域 幅 当

た り の 平 均 電 力 が （ － ） 一 三 dB
m

以 下 の 値 で あ る こ と 。  

通 過 帯 域 幅 （ MH
z

 ） 離 調 周 波 数 （ MH
z

 ） （ 注 ）  周 波 数 幅 （ MH
z

 ） 

［ 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］ 

二 〇 〇 二 〇 〇 一 九 〇 ・ 〇 八 

三 〇 〇 三 〇 〇 二 八 五 ・ 一 二 

［ 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］ 
 

通 過 帯 域 幅 （ MH
z

 ） 離 調 周 波 数 （ MH
z

 ） （ 注 ）  周 波 数 幅 （ MH
z

 ） 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

二 〇 〇 二 〇 〇 一 九 〇 ・ 〇 八 

   
［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］  

［ 注 略 ］ ［ 注 同 上 ］ 

イ 基 地 局 と 通 信 を 行 う も の イ ［ 同 上 ］ 



     

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 通 過 帯 域 幅 に 応 じ 、 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 離 調 周 波 数 だ け 離 れ た

周 波 数 を 中 心 と す る 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 周 波 数 幅 当 た り の 平 均 電 力 が 、 搬 送 波 の 電 力 よ

り も 一 四 ・ 七 デ シ ベ ル 以 上 低 い 値 で あ る こ と 。 

［ 同 上 ］ 

通 過 帯 域 幅 （ MH
z

 ） 離 調 周 波 数 （ MH
z

 ） （ 注 ）  周 波 数 幅 （ MH
z

 ） 

［ 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］ 

二 〇 〇 二 〇 〇 一 九 〇 ・ 〇 八 

三 〇 〇 三 〇 〇 二 八 五 ・ 一 二 

［ 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］ 
 

通 過 帯 域 幅 （ MH
z

 ） 離 調 周 波 数 （ MH
z

 ） （ 注 ）  周 波 数 幅 （ MH
z

 ） 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

二 〇 〇 二 〇 〇 一 九 〇 ・ 〇 八 

   

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 
 

［ 注 略 ］ ［ 注 同 上 ］ 

［ ２ ・ ３ 略 ］ ［ ２ ・ ３ 同 上 ］ 

４ 設 備 規 則 別 表 第 二 号 第 1
2
の ６ (3
)

オ の 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 陸 上 移

動 局 の 送 信 装 置 が キ ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い て 連 続 す る 複 数 の 搬 送 波 を 送 信 す る

場 合 に お け る 送 信 さ れ た 当 該 複 数 の 搬 送 波 の 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲

げ る チ ャ ネ ル 間 隔 の 総 和 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 

４ 設 備 規 則 別 表 第 二 号 第 1
2
の ６ (3
)

オ の 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 陸 上 移 動 局 の 送 信 装 置 が キ

ャ リ ア ア グ リ ゲ ー シ ョ ン 技 術 を 用 い て 連 続 す る 複 数 の 搬 送 波 を 送 信 す る 場 合 に お け る 送 信 さ

れ た 当 該 複 数 の 搬 送 波 の 占 有 周 波 数 帯 幅 の 許 容 値 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る チ ャ ネ ル 間 隔 の

総 和 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 

 ［ 表 略 ］   ［ 表 同 上 ］  

５ 設 備 規 則 別 表 第 三 号 1
7

(3
)

の 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 帯 域 外 領 域 に お け る 不 要 発 射 の 強 度

の 許 容 値 は 、 次 に 定 め る と お り と す る 。 

５ ［ 同 上 ］ 

 (1
)

  基 地 局 の 送 信 装 置  (1
)

  ［ 同 上 ］ 

 ［ 略 ］ ［ 同 上 ］  

［ 表 略 ］ ［ 表 同 上 ］ 

注 １  基 地 局 が 使 用 す る 周 波 数 帯 （ 二 五 ・ 二 五 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 帯 を い

う 。 ） の 端 か ら 一 ・ 五 GH
z

未 満 の 周 波 数 帯 に 限 り 適 用 す る 。 

注 １  基 地 局 が 使 用 す る 周 波 数 帯 （ 二 七 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 帯 を い う 。 ）

の 端 か ら 一 ・ 五 GH
z

未 満 の 周 波 数 帯 に 限 り 適 用 す る 。 

［ ２ ・ ３ 略 ］ ［ ２ ・ ３ 同 上 ］ 

［ (2
)

  略 ］  ［ (2
)

  同 上 ］ 

(3
)

  陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） の 送 信 装 置  ［ 新 設 ］  

ア 陸 上 移 動 局 と 通 信 を 行 う も の   

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 離 調 周 波 数 だ け 離 れ た 周 波 数 を 中 心 と す る 不 要 発 射 の 強 度 に つ

い て 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値 を 満 た す こ と 。  

 

離 調 周 波 数 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値 

〇 ・ 五 MH
z

以 上 通 過 帯 域 幅 の 一 〇 ％ に 〇

・ 五 MH
z

を 加 え た 値 未 満 

任 意 の 一 、 〇 〇 〇 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る

平 均 電 力 が （ － ） 二 ・ 三 dB
m

以 下 の 値 

通 過 帯 域 幅 の 一 〇 ％ に 〇 ・ 五 MH
z

を 加 え

た 値 以 上 

任 意 の 一 、 〇 〇 〇 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る

平 均 電 力 が （ － ） 一 三 dB
m

以 下 の 値 
 

 

 注 １ 送 信 周 波 数 帯 域 の 端 か ら 一 ・ 五 GH
z

未 満 の 周 波 数 帯 に 限 り 適 用 す る 。  



     

２ 離 調 周 波 数 は 、 送 信 周 波 数 帯 域 の 端 （ 不 要 発 射 の 強 度 の 測 定 帯 域 に 近 い 端 に 限

る 。 ） か ら 不 要 発 射 の 強 度 の 測 定 帯 域 の 中 心 周 波 数 ま で の 差 の 周 波 数 と す る 。  

 
イ 基 地 局 と 通 信 を 行 う も の   

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 離 調 周 波 数 だ け 離 れ た 周 波 数 を 中 心 と す る 不 要 発 射 の 強 度 に つ

い て 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値 を 満 た す こ と 。  

 

離 調 周 波 数 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値 

〇 ・ 五 MH
z

以 上 通 過 帯 域 幅 の 一 〇 ％ に 〇

・ 五 MH
z

を 加 え た 値 未 満 

任 意 の 一 、 〇 〇 〇 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る

平 均 電 力 が （ － ） 二 ・ 三 dB
m

以 下 の 値 

通 過 帯 域 幅 の 一 〇 ％ に 〇 ・ 五 MH
z

を 加 え

た 値 以 上 

任 意 の 一 、 〇 〇 〇 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る

平 均 電 力 が （ － ） 一 三 dB
m

以 下 の 値 
 

 

 注 １ 送 信 周 波 数 帯 域 の 端 か ら 一 ・ 五 GH
z

未 満 の 周 波 数 帯 に 限 り 適 用 す る 。   

２ 離 調 周 波 数 は 、 送 信 周 波 数 帯 域 の 端 （ 不 要 発 射 の 強 度 の 測 定 帯 域 に 近 い 端 に 限

る 。 ） か ら 不 要 発 射 の 強 度 の 測 定 帯 域 の 中 心 周 波 数 ま で の 差 の 周 波 数 と す る 。 

 

 (４
)

  陸 上 移 動 中 継 局 の 送 信 装 置  ［ 新 設 ］  

ア 陸 上 移 動 局 と 通 信 を 行 う も の   

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 離 調 周 波 数 だ け 離 れ た 周 波 数 を 中 心 と す る 不 要 発 射 の 強 度 に つ

い て 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値 を 満 た す こ と 。  

 

離 調 周 波 数 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値 

〇 ・ 五 MH
z

以 上 通 過 帯 域 幅 の 一 〇 ％ に 〇

・ 五 MH
z

を 加 え た 値 未 満 

任 意 の 一 、 〇 〇 〇 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る

平 均 電 力 が （ － ） 二 ・ 三 dB
m

以 下 の 値 

通 過 帯 域 幅 の 一 〇 ％ に 〇 ・ 五 MH
z

を 加 え

た 値 以 上 

任 意 の 一 、 〇 〇 〇 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る

平 均 電 力 が （ － ） 一 三 dB
m

以 下 の 値 
 

 

 注 １ 送 信 周 波 数 帯 域 の 端 か ら 一 ・ 五 GH
z

未 満 の 周 波 数 帯 に 限 り 適 用 す る 。   

２ 離 調 周 波 数 は 、 送 信 周 波 数 帯 域 の 端 （ 不 要 発 射 の 強 度 の 測 定 帯 域 に 近 い 端 に 限

る 。 ） か ら 不 要 発 射 の 強 度 の 測 定 帯 域 の 中 心 周 波 数 ま で の 差 の 周 波 数 と す る 。 

 

イ 基 地 局 と 通 信 を 行 う も の   

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 離 調 周 波 数 だ け 離 れ た 周 波 数 を 中 心 と す る 不 要 発 射 の 強 度 に つ

い て 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値 を 満 た す こ と 。  

 

離 調 周 波 数 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値 

〇 ・ 五 MH
z

以 上 通 過 帯 域 幅 の 一 〇 ％ に 〇

・ 五 MH
z

を 加 え た 値 未 満 

任 意 の 一 、 〇 〇 〇 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る

平 均 電 力 が （ － ） 二 ・ 三 dB
m

以 下 の 値 

通 過 帯 域 幅 の 一 〇 ％ に 〇 ・ 五 MH
z

を 加 え

た 値 以 上 

任 意 の 一 、 〇 〇 〇 kH
z

の 帯 域 幅 に お け る

平 均 電 力 が （ － ） 一 三 dB
m

以 下 の 値 
 

 

 注 １ 送 信 周 波 数 帯 域 の 端 か ら 一 ・ 五 GH
z

未 満 の 周 波 数 帯 に 限 り 適 用 す る 。   



     

２ 離 調 周 波 数 は 、 送 信 周 波 数 帯 域 の 端 （ 不 要 発 射 の 強 度 の 測 定 帯 域 に 近 い 端 に 限

る 。 ） か ら 不 要 発 射 の 強 度 の 測 定 帯 域 の 中 心 周 波 数 ま で の 差 の 周 波 数 と す る 。 

 

６ 設 備 規 則 別 表 第 三 号 1
7

(3
)

の 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る ス プ リ ア ス 領 域 に お け る 不 要 発 射 の

強 度 の 許 容 値 は 、 次 に 定 め る と お り と す る 。 

６ ［ 同 上 ］ 

(1
)

  基 地 局 の 送 信 装 置 (1
)

  ［ 同 上 ］ 

［ 略 ］  ［ 同 上 ］  

［ 表 略 ］ ［ 表 同 上 ］ 

注 １  基 地 局 が 使 用 す る 周 波 数 帯 （ 二 五 ・ 二 五 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 帯 を い

う 。 ） の 端 か ら 一 ・ 五 GH
z

以 上 離 れ た 周 波 数 帯 に 限 り 適 用 す る 。 

注 １  基 地 局 が 使 用 す る 周 波 数 帯 （ 二 七 GH
z

を 超 え 二 九 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 帯 を い う 。 ）

の 端 か ら 一 ・ 五 GH
z

以 上 離 れ た 周 波 数 帯 に 限 り 適 用 す る 。 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

３ 搬 送 波 の 送 信 周 波 数 帯 域 が 二 五 ・ 二 五 GH
z

を 超 え 二 七 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 に か か る

場 合 に あ っ て は 、 二 三 ・ 六 GH
z

を 超 え 二 四 GH
z

以 下 の 周 波 数 帯 に お け る 不 要 発 射 の 強 度

の 許 容 値 は 、 こ の 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 意 の 二 〇 〇 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 平 均 電 力

が （ － ） 九 dB
m

以 下 の 値 と す る 。 

３ 搬 送 波 の 送 信 周 波 数 帯 域 が 二 七 GH
z

を 超 え 二 七 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 に か か る 場 合 に

あ っ て は 、 二 三 ・ 六 GH
z

を 超 え 二 四 GH
z

以 下 の 周 波 数 帯 に お け る 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容

値 は 、 こ の 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 意 の 二 〇 〇 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 平 均 電 力 が （ －

） 九 dB
m

以 下 の 値 と す る 。 

(2
)

 陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の を 除 く 。 ） の 送 信 装 置  (2
)

  ［ 同 上 ］ 

［ 略 ］  ［ 同 上 ］  

［ 表 略 ］ ［ 表 同 上 ］ 

［ 注 １ ～ ３ 略 ］ ［ 注 １ ～ ３ 同 上 ］ 

４ 搬 送 波 の 送 信 周 波 数 帯 域 が 二 五 ・ 二 五 GH
z

を 超 え 二 七 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 に か か る

場 合 に あ っ て は 、 二 三 ・ 六 GH
z

を 超 え 二 四 GH
z

以 下 の 周 波 数 帯 に お け る 不 要 発 射 の 強 度

の 許 容 値 は 、 こ の 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 意 の 二 〇 〇 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 平 均 電 力

が （ － ） 五 dB
m

以 下 の 値 と す る 。 

４ 搬 送 波 の 送 信 周 波 数 帯 域 が 二 七 GH
z

を 超 え 二 七 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 に か か る 場 合 に

あ っ て は 、 二 三 ・ 六 GH
z

を 超 え 二 四 GH
z

以 下 の 周 波 数 帯 に お け る 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容

値 は 、 こ の 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 意 の 二 〇 〇 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 平 均 電 力 が （ －

） 五 dB
m

以 下 の 値 と す る 。 

(3
)

 陸 上 移 動 局 （ 中 継 を 行 う も の に 限 る 。 ） の 送 信 装 置  (3
)

 ［ 同 上 ］ 

ア 陸 上 移 動 局 と 通 信 を 行 う 送 信 装 置 ア ［ 同 上 ］ 

 ［ 略 ］  ［ 同 上 ］  

［ 表 略 ］ ［ 表 同 上 ］ 

［ 注 １ 略 ］ ［ 注 １ 同 上 ］ 

２  搬 送 波 の 送 信 周 波 数 帯 域 が 二 五 ・ 二 五 GH
z

を 超 え 二 七 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 を 含 む

場 合 に あ っ て は 、 二 三 ・ 六 GH
z

を 超 え 二 四 GH
z

以 下 の 周 波 数 帯 に お け る 不 要 発 射 の 強

度 の 許 容 値 は 、 こ の 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 意 の 二 〇 〇 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 平 均

電 力 が （ － ） 九 dB
m

以 下 の 値 と す る 。 

２  搬 送 波 の 送 信 周 波 数 帯 域 が 二 七 GH
z

を 超 え 二 七 ・ 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 を 含 む 場 合 に

あ っ て は 、 二 三 ・ 六 GH
z

を 超 え 二 四 GH
z

以 下 の 周 波 数 帯 に お け る 不 要 発 射 の 強 度 の 許

容 値 は 、 こ の 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 意 の 二 〇 〇 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 平 均 電 力 が

（ － ） 九 dB
m

以 下 の 値 と す る 。 

イ 基 地 局 と 通 信 を 行 う 送 信 装 置 イ ［ 同 上 ］ 

 ［ 略 ］  ［ 同 上 ］  

［ 表 略 ］ ［ 表 同 上 ］ 



     

 

［ 注 １ 略 ］ ［ 注 １ 同 上 ］ 

２  搬 送 波 の 送 信 周 波 数 帯 域 が 二 五 ・ 二 五 GH
z

を 超 え 二 七 ・ 五 GH
z

以 下 を 含 む 場 合 に あ

っ て は 、 二 三 ・ 六 GH
z

を 超 え 二 四 GH
z

以 下 の 周 波 数 帯 に お け る 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容

値 は 、 こ の 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 意 の 二 〇 〇 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 平 均 電 力 が （

－ ） 五 dB
m

以 下 の 値 と す る 。 

２  搬 送 波 の 送 信 周 波 数 帯 域 が 二 七 GH
z

を 超 え 二 七 ・ 五 GH
z

以 下 を 含 む 場 合 に あ っ て は

、 二 三 ・ 六 GH
z

を 超 え 二 四 GH
z

以 下 の 周 波 数 帯 に お け る 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値 は 、

こ の 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 意 の 二 〇 〇 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 平 均 電 力 が （ － ） 五

dB
m

以 下 の 値 と す る 。 

A (４
)

  陸 上 移 動 中 継 局 の 送 信 装 置 A (４
)

  ［ 同 上 ］ 

ア 陸 上 移 動 局 と 通 信 を 行 う 送 信 装 置  ア ［ 同 上 ］  

 ［ 略 ］  ［ 同 上 ］  

［ 表 略 ］ ［ 表 同 上 ］ 

［ 注 １ 略 ］ ［ 注 １ 同 上 ］ 

２  搬 送 波 の 送 信 周 波 数 帯 域 が 二 五 ・ 二 五 GH
z

を 超 え 二 七 ・ 五 GH
z

以 下 を 含 む 場 合 に あ

っ て は 、 二 三 ・ 六 GH
z

を 超 え 二 四 GH
z

以 下 の 周 波 数 帯 に お け る 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容

値 は 、 こ の 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 意 の 二 〇 〇 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 平 均 電 力 が （

－ ） 九 dB
m

以 下 の 値 と す る 。 

２  搬 送 波 の 送 信 周 波 数 帯 域 が 二 七 GH
z

を 超 え 二 七 ・ 五 GH
z

以 下 を 含 む 場 合 に あ っ て は

、 二 三 ・ 六 GH
z

を 超 え 二 四 GH
z

以 下 の 周 波 数 帯 に お け る 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値 は 、

こ の 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 意 の 二 〇 〇 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 平 均 電 力 が （ － ） 九

dB
m

以 下 の 値 と す る 。 

イ 基 地 局 と 通 信 を 行 う 送 信 装 置 イ ［ 同 上 ］ 

 ［ 略 ］  ［ 同 上 ］  

［ 表 略 ］ ［ 表 同 上 ］ 

［ 注 １ 略 ］ ［ 注 １ 同 上 ］ 

２  搬 送 波 の 送 信 周 波 数 帯 域 が 二 五 ・ 二 五 GH
z

を 超 え 二 七 ・ 五 GH
z

以 下 を 含 む 場 合 に あ

っ て は 、 二 三 ・ 六 GH
z

を 超 え 二 四 GH
z

以 下 の 周 波 数 帯 に お け る 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容

値 は 、 こ の 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 意 の 二 〇 〇 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 平 均 電 力 が （

－ ） 五 dB
m

以 下 の 値 と す る 。 

２  搬 送 波 の 送 信 周 波 数 帯 域 が 二 七 GH
z

を 超 え 二 七 ・ 五 GH
z

以 下 を 含 む 場 合 に あ っ て は

、 二 三 ・ 六 GH
z

を 超 え 二 四 GH
z

以 下 の 周 波 数 帯 に お け る 不 要 発 射 の 強 度 の 許 容 値 は 、

こ の 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 任 意 の 二 〇 〇 MH
z

の 帯 域 幅 に お け る 平 均 電 力 が （ － ） 五

dB
m

以 下 の 値 と す る 。 

［ ７ ・ ８ 略 ］ ［ ７ ・ ８ 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 



 
 

一 頁
 

○ 総 務 省 告 示 第 八 十 七 号                                 

 電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） 第 二 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 周 波 数 割 当 計 画 （ 令

和 六 年 総 務 省 告 示 第 四 百 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 変 更 す る 。  

  令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

総 務 大 臣  林   芳 正    

 次 の 表 に よ り 、 変 更 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 変 更 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 変 更 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 下 線 を 付 し た 規 定 （ 以

下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 こ れ を 加 え る 。  



 
 

二 頁
 

 

変  更  後 変  更  前 

第２ 周波数割当表 第２ ［同左］ 

［１～７ 略］ ［１～７ 同左］ 

周波数割当表 周波数割当表 

［第１表・第２表 略］ ［第１表・第２表 同左］ 

第３表 10GHz - 3000GHz 第３表 ［同左］ 
  

 ［略］ 国内分配（GHz） 

（４） 

無線局の目的 

（５） 

周波数の使用に関する条件 

（６） 

  ［同左］ 国内分配（GHz） 

（４） 

無線局の目的 

（５） 

周波数の使用に関する条件 

（６） 

 

 ［略］ ［略］      ［同左］ ［同左］    
 

 25.25-25.5 ［略］     ［同左］ ［同左］   
 

 移動 電気通信業務用 

公共業務用 

放送事業用 

一般業務用 

割当ては、別表 10－１及び別表 10－４によるもの

とし、別表 10－１により割当てを受ける周波数の

使用は、令和 13 年５月 31 日までに限る。 

  ［同左］ ［同左］ 割当ては、別表 10－１による。 
 

 ［略］     ［同左］    

 25.5-27 ［略］     ［同左］ ［同左］    

 移動 電気通信業務用

公共業務用 

放送事業用 

一般業務用 

割当ては、別表 10－１及び別表 10－４によるもの

とし、別表 10－１により割当てを受ける周波数の

使用は、令和 13 年５月 31 日までに限る。 

  ［同左］ ［同左］ 割当ては、別表 10－１による。  

 ［略］     ［同左］    

 ［略］      ［同左］     

  

［国内周波数分配の脚注 略］ ［国内周波数分配の脚注 同左］ 

［別表１－１～別表 10－３ 略］ ［別表１－１～別表 10－３ 同左］ 

別表 10－４ シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通

信（一周波方式のものに限る。）用の周波数表 

［新設］ 

25.25GHz を超え 27.0GHz 以下 
 

 

［別表 11－１～別表 11－３ 略］ ［別表 11－１～別表 11－３ 同左］ 

［国際周波数分配の脚注 略］ ［国際周波数分配の脚注 同左］ 

備 考 表 中[ ] の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 下 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 下 線 は 注 記 で あ る 。 

 



 

○ 総 務 省 訓 令 第 五 号  

 電 波 法 関 係 審 査 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和 八 年 三 月 二 十 三 日  

                                  総 務 大 臣  林  芳 正    

 

   電 波 法 関 係 審 査 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令  

 電 波 法 関 係 審 査 基 準 （ 平 成 13 年 総 務 省 訓 令 第 67 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改

正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部

分 に 二 重 下 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。） は 、 こ れ を 加 え る 。  



 

 

 
改  正  後 改  正  前 

目次 目次 

［第１章～第５章 略］ ［第１章～第５章 同左］ 

第５章の２ 特定基地局の開設計画の認定等の審査（第17条の２―第17条の６） 第５章の２ 特定基地局の開設計画の認定等の審査（第17条の２―第17条の６） 

第５章の３ 価額競争の実施に必要な事項の審査  

［第６章～第14章 略］ ［第６章～第14章 同左］ 

（無線局の免許及び再免許並びに予備免許） （無線局の免許及び再免許並びに予備免許） 

第３条 法第６条第１項又は第２項の申請書並びにそれに添付される免許規則に定める無線局事項書

及び工事設計書を受理したときは、法第７条第１項又は第２項の規定に基づき、その申請が次の各

号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認められるときは、予備免許若しくは免許又

は再免許を与える。ただし、電気通信業務用無線局（地上一般放送局（エリア放送を行うものに限

る。以下この条において同じ。）を除く。以下この条において同じ。）又は基幹放送をする無線局

に割り当てることのできる周波数が不足する場合には、それぞれ、根本基準第９条又は放送局根本

基準第10条の規定に基づき優先する無線局の申請者に予備免許又は再免許を与える。この場合にお

いて、一方の申請者が再免許の申請を行った者であるときは、他方の申請者は、当該再免許に係る

無線局の免許の有効期間満了前３か月以上６か月を超えない期間に申請を行った者に限り、電気通

信業務用無線局については根本基準第９条の規定に基づき優先する無線局を審査する際に、基幹放

送をする無線局については放送局根本基準第10条の規定に基づき優先する基幹放送をする無線局を

審査する際に、それぞれ再免許に係る電気通信業務又は基幹放送業務の継続の確保に配慮する。ま

た、地上一般放送局の申請で、既に他の地上一般放送局に割り当てられている周波数を、当該地上

一般放送局の免許の有効期間後に使用することを希望するものにあっては、当該地上一般放送局の

免許の有効期間満了前３か月以上６か月を超えない期間に行われたものに限り審査の対象とする。 

第３条 ［同左］ 

［（１）・（２） 略］ ［（１）・（２） 同左］ 

（３） 無線局事項書に記載された事項は、次のアからクまでに適合するものであること。 （３） ［同左］ 

ア 無線局の目的、免許の主体及び開設の理由並びに通信事項は、別表２の区分に適合するもの

であること。また、特定基地局にあっては、この規定にかかわらず、無線局の目的が電気通信

業務用又は基幹放送用（基幹放送の種類がマルチメディア放送又は標準テレビジョン放送の無

線局の場合に限る。）であり、免許の主体が当該特定基地局に係る認定特定基地局開設者であ

ること。 

ア 無線局の目的、免許の主体及び開設の理由並びに通信事項は、別表２の区分に適合するもの

であること。また、特定基地局にあっては、この規定にかかわらず、無線局の目的が電気通信

業務用又は基幹放送用（基幹放送の種類がマルチメディア放送又は標準テレビジョン放送の無

線局の場合に限る。）であり、免許の主体が当該特定基地局に係る認定開設者であること。 

［イ～ク 略］ ［イ～ク 同左］ 

［（４）～（14） 略］ ［（４）～（14） 同左］ 

（認定特定基地局開設者の地位の承継の許可） （認定開設者の地位の承継の許可） 

［第17条の６ 略］ ［第17条の６ 同左］ 

第５章の３ 価額競争の実施に必要な事項の審査 ［新設］ 

（価額競争の参加の審査）  

第17条の７ 免許規則第25条の８の３の申請書を受理したときは、法第27条の20の３第３項の規定に  



 

 

基づき、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、申

請者が価額競争に参加することができることとする。 

（１） その申請の内容が価額競争実施指針に照らし適切なものであること。  

（２） その申請をした者が価額競争実施指針に定める価額競争の参加者の資格を有すること。  

別紙２（第５条関係）無線局の目的別審査基準 別紙２（第５条関係）無線局の目的別審査基準 

［第１ 略］ ［第１ 同左］ 

第２ 陸上関係 第２ 陸上関係 

１ 電気通信業務用 １ 電気通信業務用 

［（１）～（15） 略］ ［（１）～（15） 同左］ 

(16) 携帯無線通信を行う無線局等 (16) 携帯無線通信を行う無線局等 

［ア～ク 略］ ［ア～ク 同左］ 

ケ 周波数の指定 

周波数の指定については、別表１によるほか、次に従い指定する。なお、干渉等の理由によ

り使用できない周波数帯がある場合は、当該周波数帯を除くこととする。 

ケ 周波数の指定 

［同左］ 

(ア) 法第27条の12第３項第７号に規定する終了促進措置に係る周波数を希望する特定基地

局にあっては、当該終了促進措置の対象となる次に掲げる無線局に関し、当該終了促進措

置の実施を完了し、又は当該特定基地局に係る認定特定基地局開設者と当該無線局の免許

人等（Ｄ及びＪにあっては所有者又は占有者）との間で当該終了促進措置の実施（当該終

了促進措置の実施によらない当該無線局の廃止又は周波数の変更の実施を含む。）及び当

該特定基地局の開設について合意していること。ただし、当該特定基地局が当該無線局へ

混信その他の妨害を与えないことが明らかであるときは、この限りでない。 

(ア) 法第27条の12第３項第７号に規定する終了促進措置に係る周波数を希望する特定基地

局にあっては、当該終了促進措置の対象となる次に掲げる無線局に関し、当該終了促進措

置の実施を完了し、又は当該特定基地局に係る認定開設者と当該無線局の免許人等（Ｄ及

びＪにあっては所有者又は占有者）との間で当該終了促進措置の実施（当該終了促進措置

の実施によらない当該無線局の廃止又は周波数の変更の実施を含む。）及び当該特定基地

局の開設について合意していること。ただし、当該特定基地局が当該無線局へ混信その他

の妨害を与えないことが明らかであるときは、この限りでない。 

［Ａ～Ｊ 略］ ［Ａ～Ｊ 同左］ 

［(イ)～(シ) 略］ ［(イ)～(シ) 同左］ 

［コ～タ 略］ ［コ～タ 同左］ 

［別表(16)－１・別表(16)－２ 略］ ［別表(16)－１・別表(16)－２ 同左］ 

［（17）～（21） 略］ ［（17）～（21） 同左］ 

［２～４ 略］ ［２～４ 同左］ 

［第３ 略］ ［第３ 同左］ 

第４ 包括免許関係 第４ ［同左］ 

１ 電気通信業務用 １ ［同左］ 

（１） 携帯無線通信を行う特定無線局 （１） ［同左］ 

［ア～ケ 略］ ［ア～ケ 同左］ 

コ その他 コ その他 

［(ア)～(ウ) 略］ ［(ア)～(ウ) 同左］ 

(エ) 施行規則第15条の２第２項第１号の２及び第３号の２に掲げる無線局（27.0GHzを超え

28.2GHz以下又は29.1GHzを超え29.5GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。）の包

括免許に際しては、法第104条の２の規定により、「この周波数の使用は、27.0GHzを超え

［新設］ 



 

 

   附 則 

この訓令は、令和八年三月二十三日から施行する。 

31.0GHz以下の周波数の電波を受信する人工衛星局の運用に妨害を与えない場合に限る。」

とする旨の条件を付すものとする。  

［（２）～（21） 略］ ［（２）～（21） 同左］ 

［２～４ 略］ ［２～４ 同左］ 

［第５ 略］ ［第５ 同左］ 

備考 表中の［ ］の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。 


